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◆  大阪　３月の「９の日宣伝」　約１５０箇所で準備

　大阪憲法会議・共同センターは、安倍政権が改憲手続き法案を5月3日までに成立させる動きを強めていることに対し、3月9日の一斉宣伝行動をかまえ今日現在、約150箇所で計画されています。同センターは、この行動に向けて各地域共同センターと構成団体の宣伝場所、参加体制などを事前に把握し、宣伝ビラやスポットも準備しています。また、実施後は、その日の内に参加人数・配布数・署名数・反応を報告してもらうようにしています。
■ 寝屋川団地・三井団地

全戸の６４％を訪問　ナインデーは８０回目に

ねやがわ憲法を守る会は、寝屋川団地・三井団地の５５００戸のうち、残すところ２０００戸まで訪問を終了しています。西南地域でも、「９の日駅頭定例宣伝」とともに各戸訪問をつづけています。寝屋川でのナインデー宣伝は、３月９日で８０回目を記録します。この活動で集約された署名は５０００人分にも達しました。

　また、「寝屋川市役所女性９条の会」は、毎月ニュースを発行し、賛同者を日常的にふやしています。結成１周年記念学習会では、西谷文和さんからイラクでのアメリカの戦争犯罪ぶりを７０名がまなびました。

■ 大東９条の会　２周年のつどいに１５０人

　２月２４日の「大東９条の会２周年のつどい」には１５０人が参加。よびかけ人の路井恵美子さんら４人の俳優による「一人語り」の舞台は、沖縄戦の悲劇、満州からの引き上げ、ヒロシマでの被爆、大分大空襲が静かに語られ、深い感動が会場を包みました。

　この間、大東ではアピール賛同連名ビラを１２０７人で成功させ、「子どもたちに青い地球と９条を！」Ａ３版ポスターを地域に広げています。保健生協のﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰ宣伝、中央地域９条の三箇城ｳｫッﾁﾝｸﾞ、大東労連は９の日宣伝ｶｰ運行、徳山生ｺﾝは駅頭シール投票など各団体も奮闘中です。

■ 建交労、全信労、国労大阪は署名目標の５割を突破。
新婦人は１６万を超えて５割にちかづいています。

■ ２月９日配布の１０号ビラのハガキが毎日届く。その一部を紹介します。
① 他国を侵犯することや人殺しは許すことはできません。人間であることのあかしである憲法９条をなぜ改悪しようとしてくるのか。そこにうごめく「おぞましい野望」は犯罪です。

② 軍備にお金をつぎ込むほど、国民の生活は疲弊するのです。先の大戦のように。それよりも子どもたちに豊かな教育をして、人間づくりをしていくほうが国は栄えるはずです。国際平和でも、人々との交流、文化的技術的に人が行き交うことで他国に安心感と信頼感が生まれ、日本は注目される国となるはず。武装は憎しみを生むだけです。若者の目が光っている社会であってほしいです。

③ 昭和１６年、国民学校１年生入学。昭和２０年敗戦、５年生。この間、集団疎開で親元をはなれ、淋しい思いをしながらも勝利を疑わなかった軍国時代。小さな子どもまで巻き込む戦争。何としても憲法守らねば、平和を守らねば！！

④ 昭和１１年生まれで大東亜戦争を体験しました。家を焼かれ、肉親を一瞬にして亡くした人々…思い出しただけでも、あれは悪夢です。戦災孤児やボロクズのような人々。大切な夫や子どもを戦地に送りだし、国のため、天皇のためとがんばりました。何が残ったでしょうか。大事なものを亡くして得た平和！！　戦争は絶対にしないで。戦争をおこさないで！！

⑤ 明治維新以来、この国の支配層の無手勝手、寄生（パラサイト）の振る舞いは目にあまる。私は在日外国人ですが、憲法９条改憲は断固反対である。

⑥ 教育に携わっている者として、教え子を戦争に向かわせることほど悲哀を感じることはありません。教育は、自分が自立し、自分が一生を生きていく上で身につけるものであり、国を守るため、戦争に参加する人材を育てるものでないことを訴えたい。

⑦ 新憲法とともに育った人間。世界に誇れる憲法を守らねば、行き先は暗黒の世界だと考えます。憲法９９条を国務大臣も守る努力をすべきだと考える。再び戦禍をこうむることはご免だ。

⑧ 憲法改悪で誰が一番儲けるかをアピールしましょう。

◆ 東京 改憲手続き法反対の運動に全力
２月２１日（水）午後、憲法改悪に反対する東京共同センターは、第１２回運営委員会・団体地域合同会議を開き、２０団体・地域から３０人が参加。会議の冒頭、憲法学者で「九条の会」事務局員の小沢隆一氏が「改憲で私たちの人権はどうなるのか？」と題して講演。小沢氏は、「現行憲法は、９条以外にもすばらしい条項をもっている」として、９７条、９９条、１３条、１４条、２４条、２５条などについて解説しました。
　平山和雄事務局長が報告提案を行い、０７年の憲法改悪闘争、第１６６通常国会の行動などについて提起しました。
■ 主な提案内容

＊東京共同センターは憲法改悪反対を運動の柱にすえて、悪法反対・改憲反対の世論をつくる運動に全力をあげます。

＊職場・地域の「９条の会」確立を支援し、07年前半に２００万署名の達成と「行政区段階の共同センター」の確立を推進する。
＊「国民投票法案」は、自・公与党が「５月３日までに成立をめざす」としていますが、６０回目の憲法記念日を悪法通過で祝うわけにいきません。
＊具体体的には「STOP！改憲手続き法――３・１２国会へ行こうアクション」「２・２０大集会」と連続する集会を成功させて改憲派を追いつめていくことが重要です。

＊学習、宣伝、署名、各党衆参議員に対する要請ハガキ・メール・ＦＡＸなど、各団体・組織が直ちに行動を起こしましょう。

＊国会前座り込みと議員要請行動を３月２０日（火）午前１１時から午後１時の間に行います。

■ 学習会、オリジナルグッズ、「憲法ミュージカル」
(東京民医連)　２月に１５０人が参加して「憲法交流会」を行った。９条、２５条を守ろうという思いで運動を進めている所で運動が前進している。民医連としては、１カ月で１人５人の署名を集める。衆参憲法調査特別委員にハガキを送る。各職場に「９条の会」をつくる、ことなどを決めて取り組んでいる。

(北区)　土建や民商は確定申告で忙しく、労組は「春闘」で忙しい。政党は選挙で忙しく、そういう中で人を集めるのはたいへん難しい。北区はかつて軍都だったので、戦跡めぐりの２回目をやりたい。

(練馬区)　会員は現在１２００人で事務局は６５人で運営している。３月２４日には「映画と講演会」をひらく。毎週２回駅頭宣伝を行い、有原誠治さんが書いた絵をオリジナル・ティッシュは受け取りが良く、１時間ほどで１０００個がなくなった。

(都教組)　都知事選が最大の課題ですが、国民投票法も重視して取り組んでいる。政府・与党は教員免許法改定案など、教育三法を改訂して教育管理を強めようとしている。これらの取り組みも重要となっている。

(八王子市)　教育基本法改悪反対のたたかいでは１６万枚のビラを配布してたたかいは大きくすすんだ。５月２９日に「憲法ミュージカル」を行うが公募して出演者を募ったら１００人が応募してきた。その中には高校生など若い人もいる。

◆ 県民過半数世論の結集を正面に据えた運動構築を確認　・・兵庫共同センター・・
憲法改悪ストップ兵庫県共同センターは2月２１日、第３回総会を開催し、全構成団体と地域共同センター、労組から２３名が参加しました。
　山口薫事務局長が議案に沿って、情勢、１年間のたたかいと到達点を報告。さらに、今後の取り組みについて以下の点を強調しました。
　①改憲手続き法案阻止と憲法改悪反対の県民過半数世論の構築を正面にすえた取り組みの推進、②憲法が参院選挙の一大争点となる状況のもとで、国民生活要求と結合させる、③通常国会での改悪教育基本法の関連33法の具体化に対し、憲法を生かす取り組みと結んでたたかう、④過半数世論の獲得めざし、各団体・地域において０７年の署名到達目標を改めて議論を、⑤そのためにも全行政区・自治体をカバーする共同センターの確立がかなめ、等々。

■ 西宮「九条の会」の発言「（要旨）
　１小学校区５５００世帯の地域だが、最初幅広く牧師さんや商店の方々４３人で出発し、現在１４０人となった。憲法署名はしていないが徹底して賛同者を増やしている。仮に５００人の賛同者が出来たら、ひとり１０筆の署名で一気に過半数めざしたいと思っている。駅頭宣伝は確かに３０～５０筆だがあらゆる人々に音の出る宣伝は必要だと思っている。また今日の提案だが県センターの構成団体が１０というのは狭すぎると思っていた。また県下の九条の会は５００位を目標にすべきだ。いま講演に来日しているネルソンさんもアメリカこそ九条を持つべき国だと言っていた。大志でもって草の根、タテとヨコで知恵と工夫を発揮すべきときと考える」。
■ 運営委員会と事務局体制を強化

　総会は、過半数世論を広げるため一層の強化が必要として当初の「申し合わせ（運営要綱）」を改定しました。改定された要綱では、いままで事務局会議としていた毎月の定例会議の呼称を運営委員会に変え、事務局団体の明確化、さらに対外的な関係から代表をおくことになりました。総会は、津川知久兵庫県憲法会議代表幹事・兵庫労連議長を初代の『代表』として選出しました。
◆ 公務労組連の全国キャラバンで県庁に要請

公務労組連絡会全国キャラバンが2月27日、広島入りし出勤時宣伝、自治体要請などを展開しました。朝8時スタートした広島県庁前宣伝は､「地域切り捨て、格差拡大ＮＯ」の横断幕を掲げた自治労連大型宣伝カーから、自治労連本部の山口毅書記次長が約40分に渡って「住民の福祉の増進こそ自治体の役割、社会保障を削る政治の流れを変えよう」と訴えました、30人の組合員が「国の悪政を食い止める自治体に」と書いたビラと、「日本の平和を支えてきた憲法九条を守り生かしましょう」と記したポケットテッシュを配りました。続いて公務労組広島県連絡会の役員が、広島県、広島市を訪れ｢政府に公務・公共サービスの充実させる制度改善を求める｣、｢改憲手続法の廃案を求める｣の２つの要請書を提出し懇談しました。

　キャラバン隊は昼休み宣伝を広島市内繁華街で実施後、広島県を縦断し福山市首長、議会と懇談。夕方福山駅頭で宣伝を行いました。

　短信･ホットライン　
■ 国会議員にメール・FAXを送ろう！　HPに一斉送信メールフォーム開設

○ 憲法改悪反対共同センターホームページの右上に「国会議員にメール・FAXを送ろう！『「憲法改悪・国民投票法反対』一斉送信メールフォーム」を開設しました。　

○ 憲法第16条に基づく「請願権」行使運動の一環として開設したものです。「憲法改悪反対・9条を守れ」「改憲手続き法は廃案に!」の声を届けましょう。

○ メールフォームには、衆参両院の憲法調査特別委員会の名簿を掲載していますのでメールだけでなくＦＡＸも送ることができます。
○ 「一斉メールフォーム」を各団体の機関紙、ニュース、チラシ等で広く知らせましょう。また、メーリングリストで知人友人にも知らせましょう。
○転送転載は大歓迎。

<共同センターHP>　http://www.kyodo-center.jp/index.htm　
<メールフォーム>  http://www.kyodo-center.jp/douhoumail/douhou.htm
■いま緊急に求められる行動

①改憲手続き法案のねらいと問題点についての学習活動

②宣伝・署名活動を一気に強め世論を変える

③憲法特別委員への集中的な要請を地元事務所を含め徹底する

④すべての要求実現、選挙闘争と結合した運動の展開
■中央行動・中央集会

<定例国会行動>
日時　　3月20日（火）　4月12日（木）　4月25日（水）　5月9日（水）

5月23日（水）　6月6日（水）　12：15～13：00　　
場所　　衆議院第二議員会館前　

<シンポジウム「STOP!改憲のための手続き法－国民投票の『カラクリ』」>
3月10日　13：30～16：30　社会文化会館　
主催：MIC、JCJ、マスコミ九条の会連絡会、自由法曹団。共同センター協賛。

<STOP！会見改憲手続き法！国会へ行こうアクション>
日時　3月12日18：30～19：30　　
　場所　国会議員会館前　
主催　5・3憲法集会実行委員会
<3.20改憲手続き法案阻止座り込み・中央集会>
　　11：00～13：00　国会前座り込み・議員要請(衆議院第二議院会館前)
12：15～13：00　大運動実行委員会等の定例国会行動(衆議院第二議院会館前)
14：00～16：00　改憲手続き法案の阻止をめざす中央集会(憲政記念館)

主催：憲法改悪反対共同センター・国民大運動実行委

<憲法9条をまもれ　改憲手続き法案を許すな　イラク占領反対　米軍・自衛隊は撤退せよ!3.20中央集会>
　　日時　3月20日　18：30～集会後デモあり

　　会場　日比谷野外大音楽堂　
主催　3・20集会実行委員会(安保中実委・全労連など)　
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